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保
険
料
は
、

被
保
険
者
一
人

一
人
が
支
払
い

ま
す
。

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
以

下
、「
減
額
認
定
証
」）を
提
示
す
る

こ
と
で
、
医
療
機
関
ご
と
に
1
カ

月
に
支
払
う
自
己
負
担
額
が
、
外

来
・
入
院
と
も
区
分
に
応
じ
た
限

度
額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食

事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、

対
象
は
保
険
診
療
分
で
す（
柔
道

整
復
、
鍼
灸
、
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー

ジ
な
ど
の
施
術
を
除
く
）。

　

現
在
、減
額
認
定
証
を
お
持
ち
で

8
月
以
降
も
引
き
続
き
対
象
と
な

る
方
に
は
、新
し
い
減
額
認
定
証
を

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
。対
象
と
な
る
方
で
新
た
に
減
額

認
定
証
の
交
付
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、

市
の
担
当
窓
口
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
、
8
月
1
日
に
更
新
し
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
と
平
成
25
年
度
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
7

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
国
保
医
療
係
☎
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0
6
1
、
各
支
所
市
民
福

祉
係
、
ま
た
は
兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

　

☎
0
7
8

－

3
2
6

－

2
0
2
1（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

新
し
い
被
保
険
者
証
と

　
　

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

被
保
険
者
証

保
険
料
額
の
決
定
通
知

　

被
保
険
者
証
の
更
新
時
期
は
、

毎
年
8
月
1
日
で
す
。
8
月
1
日

か
ら
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を

医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
し
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
納
付
状
況
に
よ
っ
て

は
、有
効
期
限
が
短
い
保
険
証（
短

期
被
保
険
者
証
）を
送
付
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
未
納
が
あ
る
場

合
は
、
早
め
に
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
特
別
な
事
情
で
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
早
め
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

（
表
1
の
区
分
で
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ

に
該
当
）の
方
は「
限
度
額
適
用
・

■医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等（表１）

区分 一部負担
金の割合

自己負担限度額（月額）入院時の食事代
の標準負担額
（１食当たり）

該当条件個人単位
（外来）

世帯単位
（入院含む）

現役並み
所得者 ３割 44,400円

80,100円+
（医療費－
267,000円）×
１%
［44,400円］
※注１

260円

　同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被
保険者がいる世帯の方。ただし、住民税課税所
得145万円以上でも収入が一定の金額に満たな
い方（※注３）は、市の担当窓口に申請すること
により１割負担となります。

一般 １割 12,000円 44,400円 260円 　現役並み所得者、低所得Ⅱ、低所得Ⅰ以外の方

低所得Ⅱ １割 8,000円 24,600円 210円
［160円］※注２

世帯全員
が住民税
非課税

　低所得Ⅰ以外の方

低所得Ⅰ １割 8,000円 15,000円 100円
世帯全員
が住民税
非課税

・各所得が必要経費・控除（公的年金
等控除額は80万円として計算）を差
し引いたときに０円となる方

※注１…［　］内は過去12カ月以内に世帯で既に３回以上高額療養費が支給されている場合、４回目からの額
※注２…［　］内は過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目からの額（申請が必要）
※注３…・同一世帯に被保険者が１人の場合の被保険者の収入…383万円未満 

・同一世帯に被保険者が１人で70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満
の方全員の収入合計…520万円未満

・同一世帯に被保険者が複数の場合の被保険者全員の収入合計…520万円未満

限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

■
保
険
料
の
計
算
方
法

均等割額

+

所得割額

=

１人当たりの
保険料額

被保険者1人当たり
44,320円

（平成24年中の総所得
金額等－330,000円）

×8.81%

平成25年度の
保険料額

（上限55万円）

※日高町羽尻および但東町天谷の方は、特例で所得割の料率と
均等割額が異なります。
※保険料を決定する基準日は、原則４月１日です。
※年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したとき
は、保険料を月割りで計算します。
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■
保
険
料
の
納
付
方
法

　

普
通
徴
収（
口
座
振
替
や
納
付

書
で
の
支
払
い
）と
特
別
徴
収（
年

金
天
引
）の
2
通
り
で
す
。

①
普
通
徴
収　

対
象
と
な
る
年
金

の
受
給
額
が
年
18
万
円
未
満
の

方
は
、
口
座
振
替
や
納
付
書
で

の
支
払
い
で
す
。
7
月
か
ら
翌

年
3
月
ま
で
毎
月（
9
回
）納
付

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

②
特
別
徴
収　

対
象
と
な
る
年
金

の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

の
方
は
、
原
則
、
年
金
か
ら
天

引
き
で
す
。

※
対
象
と
な
る
年
金
の
受
給
額
が

年
18
万
円
以
上
で
も
、
次
の
方

は
、
普
通
徴
収
で
す
。

・
年
度
途
中
で
75
歳
に
な
っ
た
方

・
年
度
途
中
で
障
害
認
定
に
よ
り

加
入
し
た
方

・
年
度
途
中
で
他
の
市
町
村
か
ら

転
入
し
た
方

・
年
度
途
中
で
保
険
料
の
額
が
変

更
と
な
っ
た
方

■
所
得
の
低
い
方
の
軽
減

①
均
等
割
額
の
軽
減　

世
帯
の
所

得
水
準
に
応
じ
て
、
均
等
割
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す（
表
2
）。

・
軽
減
割
合
は
、
被
保
険
者
と
世

帯
主
の
所
得
金
額
の
合
計
額
な

ど
で
判
定
さ
れ
ま
す
。

・
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者

は
、
総
所
得
金
額
な
ど
か
ら
年

金
所
得
の
範
囲
で
最
大
15
万
円

を
控
除
し
判
定
さ
れ
ま
す
。

②
所
得
割
額
の
軽
減　

所
得
割
額

を
負
担
す
る
方
の
う
ち
、
基
礎

控
除
後
の
総
所
得
金
額
な
ど
が

58
万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
割

額
が
5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格

を
得
た
日
の
前
日
に
被
用
者
保
険

（
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保

険
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
）の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
所
得
割
は

か
か
ら
ず
、
均
等
割
額
が
9
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
の
減
免

　

次
の
方
は
、
申
請
に
よ
る
減
免

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

・
災
害
な
ど
で
大
き
な
損
害
を
受

け
た
方

・
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
方

・
他
の
被
保
険
者
や
世
帯
主
が
死

亡
し
た
こ
と
な
ど
で
、
世
帯
の

所
得
が
軽
減
判
定
基
準
以
下
と

な
っ
た
方　

な
ど

■表２

軽減割合 総所得金額等（被保険者+世帯主） 軽 減 後
均等割額

９割軽減
｢基礎控除額（33万円）｣以下で、被保険者全員
が年金収入80万円以下の世帯（その他各種所
得がない場合）

4,432円

8.5割軽減 ｢基礎控除額（33万円）｣以下の世帯 6,648円

５割軽減 ｢基礎控除額（33万円）+24.5万円×被保険者数
（世帯主を除く）｣以下の世帯 22,160円

２割軽減 ｢基礎控除額（33万円）+35万円×被保険者数｣
以下の世帯 35,456円

仮徴収 本徴収

4月
（１期）

６月
（２期）

８月
（３期）

10月
（４期）

12月
（５期）

２月
（６期）

前年度の２月（６期）に支
払いしていただいた額

７月に確定する保険料年
額から仮徴収額を差し引
き、３回に分けた額

※特別徴収の方は、本人の申し出で口座振替による
納付方法に変更することができますので、希望の
方は、市の窓口に相談してください。

豊
岡
市
学
校
支
援
地
域
本
部
事
業

〝
豊
岡
市
民
の
み
な
さ
ま
へ

ち
ょ
っ
と
学
校
に
力
を
貸
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
〞

  

市
内
の
小･

中
学
校
で
は
、
日

ご
ろ
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
を
受
け
、
地
域
全
体
で

子
ど
も
を
育
ん
で
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
地
域
の
方
と

交
流
を
持
ち
、
触
れ
合
う
こ
と
で
、

あ
い
さ
つ
を
交
わ
す
よ
う
に
な
っ

た
り
、
地
域
を
愛
す
る
心
が
育
つ

な
ど
、
多
く
の
効
果
が
得
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
、
地
域
ぐ
る
み
の
学
校

支
援
活
動
が
活
発
化
し
、
学
校
支

援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
輪
が
広
が
る

よ
う
、
皆
さ
ん
の
温
か
い
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

学
校
と

学
校
支
援

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
調

整
役
と
し

て
、
本
年

度
、
28
校

に
配
置
し

た
学
校
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん

を
紹
介
し
ま
す
。

《
申
込
み
・
問
合
せ
》学
校
支
援
地

域
本
部
事
業
実
行
委
員
会
事
務

局（
生
涯
学
習
課
人
権
･
社
会

教
育
係
）☎
23

－

0
3
4
1

▲学校支援ボランティアの読み聞かせ

氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名
太田　博章 豊岡小 河本　　聰 八条小 中貝　正巳 三江小 本田　悦子 奈佐小
中井　美幸 港東小 木下阿来子 港西小 百合早緒利 神美小 北村　京子 竹野小
木瀬　堯

たかみ

后 中竹野小 太田　靖博 竹野南小 正木喜美子 府中小 三好　幸
さち

枝
え

八代小
藤本　　均 日高小 岡本　　浩 静修小 吉田　順一 三方小 小松　和巳 弘道小
雀
ささ

部
べ

　真理 福住小 武縄　伸子 寺坂小 田淵由加利 小坂小 吉田　準一 小野小
森友　まみ 合橋小 桑垣　浩司 高橋小 渡邉　政仁 資母小 隈

くま

元
もと

　哲
のり

子
こ

豊岡南中
植垣　正

まさ

毅
たけ

港　中 田中　照晃 城崎中 三輪　博一 森本中 木下　なつ 日高西中
（敬称略）


